
仲・五郎丸地区の都市計画決定・変更について（案の概要）

1.地区の概要について 参考
【那珂川市都市計画マスタープラン】計画区域は、那珂川市の中央部に位置しており、JR博多南駅、西鉄バス那珂川営業所という東西

の交通結節点から概ね1kmの範囲に立地し、地区内を含めた周辺には病院やミリカローデン那珂川

（公共施設）、保育園等の生活利便施設が立地し、住宅地が広がる生活圏が形成されている。地域

の現状としては市街化区域に囲まれた地区で、地区内には交通結節点であるJR博多南駅や西鉄営

業所を結ぶバスが運行している（R7.10よりAIオンデマンドバスに変更予定）。また、現人橋乙金線、

西川原仲線といった都市計画道路の整備が完了している等利便性が高い区域である。土地の利用

状況については、概ね半分が農地、半分が宅地である。宅地にはミリカローデン那珂川（公共施設）

や病院、保育園等が立地しているほか、一部に住宅が立地している。今後の計画としては、組合施

行による土地区画整理事業が予定されている。

また、那珂川市都市計画マスタープランにおいては、計画区域は土地利用の方針として、「新市街
地整備検討地区」として、市街化区域編入を基本に土地区画整理事業等の市街地整備を図る地
区として位置付けられている。立地適正化計画においても土地利用の方針として「新市街地整備検
討地区」として、将来的に市街化区域へ編入された場合、誘導区域への編入を検討する地区として
位置付けられている。
本地区において、周辺環境と調和のとれた利便性の高い居住環境を整備し、子育て・文化・医療・
福祉・商業といった多様な都市機能が集約した市街地を形成することを目的として、用途地域およ
び準防火地域を本案のとおり変更し、地区計画を新たに設定するものである。
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〇土地利用の方針
「新市街地整備検討地区」として、市街
化区域編入を基本に土地区画整理事
業等の市街地整備を図る地区として位
置付けられている。

【那珂川市立地適正化計画】

〇土地利用の方針
「新市街地整備検討地区」として、
将来的に市街化区域へ編入され
た場合、
誘導区域への編入を検討する地
区として位置付けられている。

市街化区域編入区域 ： 約19.5ha

用途地域変更区域 ： 約19.5ｈａ

土地区画整理事業区域 ： 約11.0ha

地区計画区域 ： 約19.5ha
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■土地区画整理事業

事業概要
面 積 ： 約11.0ｈａ
施行主体 ： 組合施行
総事業費 ： 約39億円

事業計画
【土地利用】
周辺環境と調和のとれた利便性の高い居住環境を
整理することを目的とする

【公共施設等】
区画整理後 道 路 ： 約,3,100ｍ (面積 約22,500㎡)

公 園 ： 1か所 （面積 約 4,200㎡）
調整池 ： 1か所



仲・五郎丸地区の都市計画決定・変更について（案の概要）

2.都市計画、地区計画、準防火の概要

本案は、本地区において、周辺環境と調和のとれた利便性の高い居住環境を整備し、子育て・文化・医療・福祉・商業といった多様な

都市機能が集約した市街地を形成することを目的として、新たに用途地域を追加する。また、地区を区分けして土地利用の方針を示し、

建築物等の用途を制限するとともに、地区施設である道路などの公共施設を配置することを目的として、地区計画を定める。本地区に

おいて、近隣商業地域が指定される地区については準防火地域を指定する。

◆地区計画の内容
下線以外は県の大規模集客施設の立地基準による制限
〇住宅ゾーン、利便施設ゾーン＝大学、図書館※1、病院等の立地を制限
※1：図書館は、国及び地方公共団体が整備する図書館を制限

〇商業施設ゾーン＝上記に加え住居系の立地を制限
〇公共施設ゾーン＝第1種住居地区並みの制限に加え一定規模以上の店舗、劇場、大学、病院等および住
居系の立地を制限
〇居室高の設定＝新たに土地利用をする箇所については居室高を設定し、床面浸水防止を図る
〇商業施設ゾーンにおいて隣接して集客施設を整備する場合は、当該設置に係る建築行為（申請を含む）を
行う事業者が開発区域ごとにフェンス等の仕切りを設置する。（対象エリアの換地処分前までに実施する）
またその際、事業者は使用収益開始から速やかに区画整理区域内の行為の申請及び地区計画の届出の申
請を市に対して行う必要があることから、市が区画整理法76条の許可及び適合通知書を交付する際の要件と
して上記の内容を確認し、実施を担保する。
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◆都市計画 ◆準防火

※フェンス設置について（A・B）

フェンスの設置については建築行為を行う事業者が設置。既に集客施設が立地している場
合は、新たに集客施設を整備する方が設置する。また、2つの隣り合う土地に同時期に立地

する場合は、事象者間で話し合うこととし、場合によっては協定書の取り交わしなどを市より
指導を行う。

※フェンス（A）

※フェンス（B）
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5.今後のスケジュール（予定のため変更の可能性あり）
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